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告書の記載内容

(发更 ) ( 更後

アンケートにおける原回答 2023年9月25日付け第2回社内調査報

されて掲載された事実が認められた。

その結果、第2回社内調査報告書の「BP 部門従業員へのアンケート結果」におけるアン

ケート の 回答(左週)が下記者のとおり修正又は変更(以下「木事」という

の過程及びその結果としての第2回社内調査報告書への記載内容の変遷等について検討し

た

1 想定される行為の内容

本調査では、デジタルフォレンジックや関係者へのヒアリングを通じて、第2回社内調査

第4 第2回社内調査結果改ざん等指摘に関する本調査の結果

あり、保険会社側の理解を得るのが難しい関 しても、正当化する理由にはなら

ない。

と指摘する理 解次不定

しているのであれば、必要な作業であることを説明しその理解を得ることが本来の対応で

しかし、上記の点は、GS が本来請求可能な作業内容を保険会社に認めてもらえない場合そのYLぶで水石z  培現  210月実際には不適切とはいえない作業内容について保険会社からは不適切であるとの指摘を受

けている場合が存在する

不適切請求の一因となっているとも評価できる。

理由③:保険会社と GS の担当者の間に飯金・塗装作業に関する技術・知識の差があり

行われている実態があるとすれば、案件毎に個別に判断するのではなくトータルで見て辻

棲を合わせるという手法自体が、保険金請求プロセスの正確性や厳密さを退行させ、むしろ

求を通じて保険等級の低下、保険料率の上昇等、保険制度自体に影響を及ぼす問題が生じる

ことを正当化する理由になるとはいえない。むしろそのような保険会社との合意や協議が

しかし、GS と保険会社との間で仮にそのような合意がなされる場合があるとしても、顧

客や一般の保険利用者にとっては無関係のことであり、上記のとおり、保険金の不適切な請
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することがある。

理由②:保険会社のアジャスターと GS のフロントスタッフが協定を行うにあたり、ある

安の修理代分へ 定】 の使わりにの炭性の修理代全な育ノ 中十るトラ 音

起因する不利益が生じるのであるから、保険会社が保険金請求に同意していればそれら全

てが正当化されるとはいえない。

約の等級が下がること、不適切な請求による過大な保険金が一般の保険利用者の支払う保

険料に転嫁され得ること等、保険会社との関係のみならず保険利用者にも不適切な請求に

誤があるともいえ、当該同意は無効又は取り消し得るという評価もあり得る。また、この点

を措いても、保険利用にあたって不適切な請求が行われることにより顧客の自動車保険契



 

 

 

 












